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奥多摩町防災ハザードマップについて

　近年、全国各地で様々な災害が発生しています。

　町では最新の土砂災害警戒区域等を反映した防災ハザードマップを

作成し、２月に全戸配布しました。

　このマップは、町で想定される土砂災害、洪水、地震災害など

の危険度やいざというときに安全な避難行動がとれるよう、日頃

からの備えを含め、項目ごとに取りまとめていますので、住民み

なさんには、改めてご一読いただきますよう、お願いします。

　なお、防災ハザードマップ（冊子）は地域防災課（役場２階）、

古里出張所（子供家庭支援センター）で配布しており、

町のホームページにも掲載しています。　町ホームページ☞
※問い合わせは、地域防災課　☎８３－２３４９　　　　　　　　▲町防災ハザードマップ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

　令和７年５月２６日改正戸籍法施行により、令和７年度中に本籍地市区町村から「戸籍

に記載される振り仮名の通知書」が送付されています。

　この通知書に記載された氏名の振り仮名が令和８年５月２６日以降順次、本籍地市区町

村において戸籍に記載され、氏名の振り仮名として公証されます。

　通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、５月２５日までに正しい振り

仮名を届け出ていただくことで、届け出た振り仮名が戸籍に記載され、公証されます。

戸籍の振り仮名記載に関する詳細および問い合せは、

法務省ホームページまたはコールセンターまで

お願いいたします。　　　　　　　　法務省ホームページ☞
※法務省コールセンター　☎０５７０－０５－０３１０

　受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分　

　（土、日、祝日、年末年始を除く）

　＊コールセンターの開設は、５月２５日まで 　　　　▲戸籍制度マスコットキャラクター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「コセキツネ」

　　マイナンバーカードに関する手続は予約制です

　マイナンバーカードに関する手続（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で

予約制にて行っています。

〔受付時間〕平日の午前９時から１１時まで、

　　　　　　　　 午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。

　　（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、お待ちいただく場合が

　　ありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校などで平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２
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